
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆副業・兼業に関する情報提供モデル事業の概要 

個人の自律的なキャリア選択やライフステージに

応じた多様な働き方へのニーズの高まりから、厚生労

働省は、副業・兼業を推進しています。その一環とし

て、10 月２日より、東京・大阪・愛知において、副業・

兼業に関する情報提供モデル事業を始めました。 

副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情

報やその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、

当該中高年齢者に対して企業情報を提供していくと

いうもので、公益財団法人産業雇用安定センターが、

厚生労働省の補助事業として実施するものです。 

 

◆ビジネス人材雇用型副業情報提供のプロセス 

雇用されている在職労働者が、他の企業でも雇用さ

れた上で副業を希望する場合、同センターのホームペ

ージを通じて登録すると、雇用型副業求人の情報が提

供されます（相談・利用は無料）。一方、副業による

人材の受入れを検討している企業（企業の所在地およ

び就業地が東京・大阪・愛知の企業に限る）も求人登

録をすれば、副業を希望する労働者の情報が提供され

ます（相談・利用は無料）。 

労働者・企業双方が具体的な話を聞きたいとなれば、

面談の場が設定されます。その後、合意に至れば採用

（労働契約の締結）となります。 

求人を出しても採用に結びつかない、必要なスキル

をもった人材がいないなどの悩みを抱える企業にと

っては、副業人材の雇用で、人材の確保、社内での新

規事業創出、自社で活用できる他業種の知見・スキル

の習得といった期待がもてます。 

 

◆他社の従業員（常用労働者）の「副業・兼業」での

受入れ状況 

「雇用による副業・兼業」として他社の従業員を受

け入れている企業の割合は 11.4％、受け入れる予定の

企業の割合は 5.7％と、合わせて２割程度です（※）。 

「副業・兼業」で外部人材を活用するノウハウがな

い、「副業・兼業」に関するマッチング支援機関が少

ないといった課題も挙がっていますが、今後、状況は

変わってくるかもしれません。 

 
※従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果

の概要（公益財団法人産業雇用安定センター） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/00114556

5.pdf 

 

 

 
 
厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会

と連携し、中小企業が働き方改革を進められるよ

う、11 月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と

し、下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のため

の環境整備に努めることとしています。 

 

◆発注者となることが多い大企業は、納期の適正

化・発注内容の明確化を 

働き方改革が推進される中、大企業・親事業者に

よる長時間労働の削減等の取組みが、下請等中小事

業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発

注、急な仕様変更、人員派遣の要請および附帯作業

の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合が

ビジネス人材雇用型副業情報提供事業

とは？ 
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月間」です 
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あります。 

平成 30 年 12 月の下請中小企業振興法改正で、親

事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が

労働基準関連法令に違反することのないよう配慮す

ることや、②やむを得ず、短納期または追加の発

注、急な仕様変更などを行う場合には、下請事業者

が支払うこととなる増大コストを負担することなど

が新たに盛り込まれました、 

また、働き方改革関連法により改正された労働時

間等の設定の改善に関する特別措置法では、他の事

業主との取引を行う場合において、長時間労働につ

ながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わな

いよう配慮することが、事業主の努力義務となって

います。 

 

◆しわ寄せで悩んでいる下請となる中小企業は、

「下請かけこみ寺」に相談を 

上記のような「しわ寄せ」が行われることがない

よう、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会

は、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等

中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対

策」（以下「総合対策」という）を取りまとめ、緊

密な連携を図りつつ、「しわ寄せ」防止に向けた取

組みを推進しています。 

総合対策の一つである「下請かけこみ寺」では、

中小企業が抱える取引上のトラブルを、専門の相談

員や弁護士が解決に向けて信頼関係を崩さず、スム

ーズな下請取引を行うための価格交渉などをサポー

トします。 

 

 

【厚生労働省「「しわ寄せ」防止特設サイト」】 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/ 

 

【中小企業庁「取引上の悩みを抱えていませんか？」】 

https://work-

holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/pdf/kakekomi.pd

f 

 

 

 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10月 31日

の現況）の提出［税務署］ 

 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞［郵便局

または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 

11 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


